
土木建築委員会会議記録

土木建築委員長 木付 親次

１ 日 時

平成３０年６月２１日（木） 午後３時００分から

午後４時４３分まで

２ 場 所

第１委員会室

３ 出席した委員の氏名

木付親次、羽野武男、濱田洋、御手洗吉生、守永信幸、荒金信生

４ 欠席した委員の氏名

毛利正徳

５ 出席した委員外議員の氏名

古手川正治、大友栄二

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

土木建築部長 阿部洋祐 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第６８号議案のうち本委員会関係部分及び第７８号議案から第８２号議案までについて

は、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。

（２）第１号報告のうち本委員会関係部分については、承認すべきものと全会一致をもって決

定した。

（３）県内所管事務調査のまとめとして、執行部から説明を受けた。

（４）平成２９年度予算の繰越しについて、指定管理者の更新について及び大分県地域強靱化

アクションプラン２０１８についてなど、執行部から報告を受けた。

（５）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。

（６）県外所管事務調査の行程を決定した。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 主任 小春拓也

政策調査課政策法務班 主任 中川悠



土木建築委員会次第

日時：平成３０年６月２１日（木）１５：００～

場所：第１委員会室

１ 開 会

２ 土木建築部関係 １５：００～１６：２５

（１）付託案件の審査

第 ６８号議案 平成３０年度大分県一般会計補正予算（第１号）

（本委員会関係部分）

第 １号報告 平成２９年度大分県一般会計補正予算（第１０号）について

（本委員会関係部分）

第 ７８号議案 工事請負契約の変更について

第 ７９号議案 大分川ダムの建設に関する基本計画の変更に係る意見について

第 ８０号議案 大分県プレジャーボート等の係留保管の適正化に関する条例の制定に

ついて

第 ８１号議案 物品の取得について

第 ８２号議案 工事請負契約の変更について

（２）県内所管事務調査のまとめ

①土砂災害対策の推進について

（３）諸般の報告

①平成２９年度予算の繰越しについて

②指定管理者の更新について

③大分県地域強靱化アクションプラン２０１８について

④「豊ちゃく２０１８」について

⑤国道２１２号中津３号トンネル工事（２工区）の進捗状況について

⑥別府港北浜ヨットハーバーにおけるネーミングライツ公募について

（４）その他

３ 協議事項 １６：２５～１６：３０

（１）閉会中の継続調査について

（２）県外所管事務調査について

（３）その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから委員会を開きます。木付委員長

まず私から御挨拶をさせていただきます。

去る５月１０日から５月３１日まで、１２の

土木事務所、玉来ダム建設事務所の所管事務調

査をさせていただきました。

各所長には対応いただき、感謝しております。

よろしくお伝え願いたいと思います。

また、熊本、大分の地震から始まり、豊後大

野市綿田地区の地すべり、九州北部豪雨、台風

第１８号、そして耶馬溪町金吉地区の土砂災害

と、今回の現地調査のほとんどが災害復旧現場

ということで、各事務所が懸命に復旧作業に取

り組んでいるところを見せていただきました。

当委員会としても、地元の議員と一緒になっ

て、早期の復旧に向けてしっかりとやっていき

たいと思いますので、執行部にもよろしくお願

いしたいと思います。

では私からも、本日の委員阿部土木建築部長

会に先立ちまして、御挨拶をさせていただきま

す。

さきほど委員長もおっしゃられた５月１０日

から３１日に、私ども土木建築部関係の所管事

務調査ということで、重点事業を中心に調査し

ていただきました。調査の中でいただいた御指

導、御意見をしっかりと受け止めて、引き続き

全力で取り組んでまいりたいと思います。

本会議でも答弁させていただきましたが、災

害復旧については、現地の住民の方々がいかに

不安を抱かないようにするかというところに細

心の注意を払いながら取り組んできたところで

す。地元業者の御協力もいただきながら、どう

にか発注率が９割以上ということで当初目標に

は到達していますが、なかなか完成までは厳し

いと感じています。しかしながら、しっかりと

現場対応を行い、１日も早く復旧に至るように、

引き続きしっかりと取り組んでまいります。

本日は、御審議のほどよろしくお願いします。

それでは始めます。木付委員長

なお、本日は毛利委員が欠席、御手洗委員が

遅れて出席するということであります。

また、本日は委員外議員として、古手川議員、

大友議員が出席されています。

ここで委員外議員の皆さまにお願いします。

発言を希望される場合は、委員の質疑、討論

終了後に、挙手の上、私から指名を受けた後、

長時間にわたらないよう、要点を簡潔に御発言

願います。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けま

した議案６件、報告１件であります。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

審査に入ります。

まず、付託案件の審査を行います。

第６８号議案平成３０年度大分県一般会計補

正予算（第１号）のうち本委員会関係部分につ

いて及び第１号報告平成２９年度大分県一般会

計補正予算（第１０号）についてのうち本委員

会関係部分について、一括して執行部の説明を

求めます。

それでは、第６８号議案平阿部土木建築部長

成３０年度大分県一般会計補正予算（第１号）

の土木建築部関係の総括的な内容について、説

明いたします。

土木建築委員会資料の１ページをお開き願い

ます。

まず、今回の土木建築部に係る補正予算額で

すが、１補正予算額の表の中ほど、内訳の土木

建築部の欄に記載のとおり、一般会計について、

土木費で７，２０９万８千円の増額をお願いす

るものです。

次に、その下の表の２土木建築部の平成３０

年度予算額の区分欄、一般会計の上から７行目

の計の欄を御覧ください。既決予算額９１５億

６，６２６万４千円に、その右の今回の補正予

算額７，２０９万８千円を増額しますと、さら

にその右の計の欄のとおり、補正後の土木建築

部の一般会計の歳出予算総額は９１６億３，８
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３６万２千円となります。

さらに、その下の内訳を御覧ください。土木

費の補正予算額については、内訳の一番下の行

のとおり、全額、非公共事業です。

３補正事業の内容を御覧ください。今回の補

正予算は、土砂災害警戒区域に指定された地区

について、速やかに地域住民への周知を図るた

め、市町村が行う土砂災害ハザードマップの作

成委託に要する経費に対し助成するものです。

以上で、第６８号議案平成３０年度大分県一

般会計補正予算（第１号）の説明を終わります。

第１号報告平成２９年藤田土木建築企画課長

度大分県一般会計補正予算（第１０号）につい

てのうち、土木建築部関係分について説明いた

します。

平成２９年度補正予算に関する説明書の３３

ページをお開き願います。

第８款土木費、第２項道路橋梁費、第３目道

路新設改良費の単独の道路改良事業費について、

県債発行額を抑制するため、県債から一般財源

へ財源更正を行ったものです。

以上で説明は終わりました。木付委員長

これより質疑に入ります。両案について、御

質疑はありませんか。

ハザードマップの関係は、全て羽野副委員長

の市町村が整備する予定になっていますか。

全市町村を対象としております。亀井砂防課長

ただ、今回は外注してコンサルタントが作った

委託費に対して助成するものですので、直営で

される市町村については助成の対象外です。

ほかに御質疑等はありませんか。木付委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、まず木付委員長

第６８号議案について採決いたします。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案のうち、木付委員長

本委員会関係部分については、原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

次に、第１号報告について採決いたします。

本報告のうち、本委員会関係部分については、

承認すべきものと決することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本報告のうち、木付委員長

本委員会関係部分については、承認すべきもの

と決定いたしました。

次に、第７８号議案工事請負契約の変更につ

いて、執行部の説明を求めます。

土木建築委員会資料の２ペ稲井道路建設課長

ージを御覧ください。

第７８号議案工事請負契約の変更について説

明いたします。

本議案は、主要地方道中津高田線の中津市今

津で事業を進めている延長約７５０メートルの

４車線化事業の一部で、平成２８年１２月１６

日に川田建設株式会社と契約した、犬丸川に架

かる橋長１４０メートルの新今津大橋上部工工

事の工事請負契約について変更するものです。

資料３ページを御覧ください。

主な変更内容の２点について説明いたします。

１点目は、工事を進めるにあたり、工期内の

労務単価や鋼材等の資材費の変動に対処するた

め、公共工事請負契約約款に規定するインフレ

スライドの条項を適用し、実勢価格に応じた工

事費に変更し、約６４０万円増額するものです。

２点目は、コンクリート橋梁架設中に、犬丸

川を航行する漁船の安全を確保するため、安全

監視船を追加したことにより約２２０万円の増

額となっております。

以上の理由によって、契約金額は２ページ目

右上の工事概要欄に記載のとおり、当初の５億

７，６９３万６千円に対し、変更後が５億８，

５５７万６千円となり、８６４万円増額するも

のです。

以上で説明は終わりました。木付委員長

これより質疑に入ります。御質疑はありませ

んか。

この川田建設株式会社は確か大阪の濱田委員

会社じゃなかったですかね。橋梁とかの工事で

いつも見る気がしますけれども違いますか。も

ちろん入札ですから構いませんけれども、何か
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いつも橋とかは他県の業者がやって、県内でで

きないんかなという疑問があるんですけれども、

発注者としての感覚はどうですか。

私どもが公共工事を出す場阿部土木建築部長

合は、まずもって地元の受注機会ということを

最優先に考えております。工事種別としてはい

ろいろございますが、こういった橋梁工事に関

しても、当然県内でも施工できる能力を持った

会社はございます。ただ、工事規模等に見合っ

た施工能力というところも大事になってきてい

ます。そういった意味において、川田建設は県

外資本ではありますが、県内の杵築市にしっか

りと工場としてのなりわいを持っていただいて

おります。あくまでも工事規模と工事技術力を

見ながら、地元でできるものは地元を中心に発

注して、工事規模の大きいものについては、県

外資本も入れながら県内企業の参加を目指すと

いう考え方です。

ちなみに入札は何社ぐらいだったん濱田委員

ですか。

一般的には２０社後藤公共工事入札管理室長

以上の業者が確保できるように要件を設定して

います。こちらの案件が何件かというのは正確

には覚えていませんが、２０社以上にはなると

思います。

県内はそのうち何社ぐらいあったの。濱田委員

県内は２社だった後藤公共工事入札管理室長

と思いますが、こちらの川田建設工業は、県内

に工場を持っておりますので、そういう意味で

は、もちろん県内ということになっております。

発注の工種は何ですか。木付委員長

こちらについては後藤公共工事入札管理室長

ＰＣ橋梁の上部工になりますので、一般土木だ

ったと思うんですが、ＰＣ橋梁ということにな

ります。

ほかに御質疑等はありませんか。木付委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、これ木付委員長

より採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の木付委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第７９号議案大分川ダムの建設に関す

る基本計画の変更に係る意見について、執行部

の説明を求めます。

資料の４ページをお開きくださ後藤河川課長

い。

第７９号議案大分川ダムの建設に関する基本

計画の変更に係る意見について、説明いたしま

す。

現在、大分川支流の七瀬川において、国直轄

で進められている大分川ダムの建設に関する基

本計画を変更することについて、特定多目的ダ

ム法に基づき、国土交通大臣から知事に意見を

求められております。この議案は、知事が意見

を述べるにあたり、同法により議会の承認が必

要となるために提出するものです。

大分川ダムは、洪水調節と流水の正常な機能

の維持、さらに大分市の水道用水の供給を目的

とするロックフィルダム形式の多目的ダムです。

昭和６２年に建設工事に着手して以降、計３回

の基本計画の変更を経て、現在、総事業費が約

９９５億円、工期を平成３１年度として建設が

進められています。

今回は、総事業費と名称に関する変更です。

総事業費の変更については、変更内容１のと

おり、増加要因の①ダム本体工事の施工実績の

反映により約４８億３千万円の増額、増加要因

の②平成２８年４月の熊本地震の追加対策によ

り約５億６千万円の増額、減少要因の①施工方

法、管理設備の見直しにより約１２億８千万円

の減額、減少要因の②実績の反映により約１千

万円の減額となり、トータルで約４１億円の増

額となっております。これに伴い、現計画にお

ける総事業費約９９５億円が約１，０３６億円

となり、矢印の下のとおり、県の負担金は約１

４８億円から約７億円増額し、約１５５億円と

なります。

また、名称の変更については、変更内容２の

とおり、地域からの要望を踏まえ、建設完了時

に、名称を大分川ダムからななせダムに変更す

るものでございます。
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県としては、この基本計画の変更はやむを得

ないものと考えていますが、同意するにあたり、

下段に示している二つの意見を付したいと考え

ております。

一つ目は、引き続きダムの早期完成と一層の

コスト縮減に努めること。二つ目は、ダム周辺

の自然景観及び歴史的・文化的景観の維持・向

上を図る等、水源地域の活性化に資するために

必要な措置を講ずることです。

以上で説明は終わりました。木付委員長

これより質疑に入ります。御質疑はありませ

んか。

ダムやトンネルというのは、必ず追濱田委員

加の工事が出てきますよね。もちろん、トンネ

ル工事等では予測不可能な事態も生じますし、

ここに出てくるように熊本地震とかで工事方法

の変更が出たんだろうと思います。ただ、これ

までを振り返ると、こうした工事は不思議とど

んどん増額していくよね。この辺のところの予

防措置、あるいはある程度の予測とか、そうい

うのは不可能なんですかね。ダムなんていうの

は年月もかかり、労務単価等も上がってくるか

ら話は分かりますが、非常に不思議に思うんで

す。その辺のところの見解はどうなんですかね。

非常にお答えしづらい内容です後藤河川課長

が、今回の増額については、委員がおっしゃる

とおり、一つは熊本地震の影響等がありました。

もう一つの大きな要因は、ロック材採取量の追

加等によるものです。発注する際には、かなり

の調査項目によって発注しているんですけれど

も、どうしても予測できない事態もあるため、

予測は難しいところがあるのではないかと考え

ております。

補足させていただきます。阿部土木建築部長

もちろんトンネルを含めて、これまでも工事計

画変更に伴う増額というケースについては、こ

の委員会の中でもいろいろ議論をさせていただ

いたところですけれども、我々の基本的なスタ

ンスとしては、しっかりと調査をして、適切な

発注をするということでございます。発注の際

に不測の事態を最初から全て想定できることが

一番ですけれども、これができません。

そのため、どちらかというと、発注時には少

なめの金額で出るケースも多いです。逆に初め

から多めに出すと無駄遣いの方向に働くことは

明白です。しかしながら、必要最小限の積み上

げで発注すると、現地で不測の事態が起きたと

きに積み上げていなかった費用が発生し、その

費用を工面できなければ、当然工事もストップ

します。その費用を最初に積み上げないのかと

いう議論になろうかと思います。

したがって、発注前の調査というのはしっか

りとやる必要があるし、当然やっていますけれ

ども、トンネルも含めて限界がございます。そ

こで一番コスト的に合理的な発注をした結果と

してそういうことが起きています。ただ、全て

の工事で増えているわけではなく、逆にしっか

りと現場管理をした結果として減額したケース

もございます。

引き続きしっかりと現場管理をしながら、無

駄な支出がないように、コスト意識を持ってや

っていきたいと思います。

これだけで見ますと、約１千億円の濱田委員

うち４１億円ですから、４％の増ですよね。パ

ーセントとしてそれが許容範囲なのか。４１億

円というのは大変大きな金額なんですね。だか

ら、もちろん年月にもよりますけれども、やっ

ぱりある程度、例えば５％ぐらいまでは最終的

に許容範囲だとか。これまでやってきた工事を

踏まえて、その辺の予測とか、あるいは考え方

はどうなのか。４％というのは、まあ許せると

いう範囲なのか。

さすがに何％が良いのかと阿部土木建築部長

いうことを、一概に率で語るのは非常に難しい

と思います。ただ、例えば、この約１千億円の

うちの残りの事業費が半分の５００億円で、消

費税が１０％になったら、もう既にそこで２％

の上乗せ分が出てきます。来年は消費税が２％

上がりますが、これにもし適用されれば、１千

億円であれば２０億円になります。もちろん残

りが１千億円あるわけではないですが。そうい

うことを含めてなかなか予測できない状況の中

で、４％なら良いのか、１０％では駄目なのか

というのは、非常にケース・バイ・ケースで判
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断が難しいと思います。ただ、我々もやはりそ

こはコスト縮減の意識を持ってしっかりとやっ

ていくことが大事であると思っていますので、

御理解いただきたいと思います。

我々には、具体的な工事の内容は分濱田委員

からない。だからこそ、専門の皆さんがある程

度そこを詰めた上でこの場に出てきているんだ

ろうと信じて、それを我々も了承するというこ

とになるので。ただ、それが本当に常識の範囲

内なのか、まあなるほどなということじゃない

となかなか理解を得られないんじゃないかなと

思います。我々はプロに任せていますから、そ

の辺の中身は分かりません。だから、その辺は

ぜひいろいろと注意してやっていただきたいな

ということです。

ほかに御質疑等はありませんか。木付委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、これ木付委員長

より採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の木付委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第８０号議案大分県プレジャーボート

等の係留保管の適正化に関する条例の制定につ

いてですが、本議案については、関係する農林

水産委員会にも合い議をしておりますことを申

し添えます。それでは、執行部の説明を求めま

す。

資料５ページを御覧く藤田土木建築企画課長

ださい。

第８０号議案大分県プレジャーボート等の係

留保管の適正化に関する条例の制定について説

明いたします。

県内の各水域には多数の放置艇が存在してお

り、係留保管の早期適正化が求められています。

そのため、資料の一番下、３のとおり、船舶所

有者や漁業関係者、製造・販売事業者等の関係

者の方々にも条例案検討会に参加いただいて議

論を重ね、県の責務のほか、船舶所有者や事業

者の責務なども盛り込んだ条例案を取りまとめ、

本議会に上程させていただきました。

次に、条例の概要について説明いたします。

資料６ページを御覧ください。

まず（１）目的ですが、第１条においてプレ

ジャーボート等の適正管理を進め、係留保管の

秩序を確立することで、県民生活の安全の保持、

良好な生活環境の保全を図るとともに、海洋性

レクリエーション活動の健全な発展に資するこ

とと規定しました。

次に（３）責務ですが、第３条から第５条に

おいて関係者の責務を記載しています。県の責

務については、国、市町村など関係機関と連携

した総合的な施策の推進、適正な係留保管の指

導、広報・啓発活動の取組としました。また所

有者等の責務として、公共水域等に関する関係

法令の遵守及び廃船等の場合に適切かつ迅速に

処理することを定め、事業者等の責務として、

所有者等に対する適正利用に係る啓発と県の施

策に対する協力を定めています。

資料右上の（４）放置の禁止については、第

６条において、何人も放置してはならず、放置

する者に協力してはならないと規定しました。

（５）適正化推進区域については、第７条及

び第８条において、県内全域で取組を推進する

中で、重点的かつ優先的に取り組む必要のある

地域を指定すること、その指定した地域での取

組として、係留保管場所の確保と移動または撤

去に係る指導を徹底することとしております。

当該条例の御承認をいただいた後は、平成３

１年４月の施行に向け、本年度は条例の周知と

具体策を講じる準備を進めてまいります。

以上で説明は終わりました。木付委員長

これより質疑に入ります。御質疑はありませ

んか。

これは一般質問でも出ましたし、プ濱田委員

レジャーボートも、総合的には港湾管理という

ことになると思いますけれども、おととし私は

監査委員で、監査請求が出ましたので、その現

地調査で特に国東港の漁網とかタコ壺などの管

理の状況を見に行きました。その調査を踏まえ

て回答もしましたけれども、それに納得しなく

て、今度は県庁の職員を罷免せよという強行な
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要望が来ていると。やっぱりそこまでの状況に

ならない対応が何かできなかったのか。あれか

らもう数年経過していますが、いまだに継続し

ている。これはちょっと対応としては最悪だろ

うと思いますし、訴えている人は同じ人なんで

すね。だから、いわゆる個人に対する対応とか、

その辺はどう考えているんですか。これはプレ

ジャーボートも含めて総合的な港湾管理の在り

方ですよね。

適正な管理については、非常に野口港湾課長

反省すべき点があろうかと思います。

ただ、監査いただいた国東港の点については、

国東土木が適正管理に努めて、漁協や地元にお

願いしながら、少しずつでも改善を図っている

ところだと感じています。

全面的な不法係留も含めて、港湾管理の在り

方についてはプレジャーボートの条例も踏まえ

て、適正管理に努めてまいりたいと思っていま

す。

なお、港湾だけではどうしても適正な管理は

できませんので、河川、漁港、それから、国、

市と連携して取り組んでまいりたいと考えてい

ます。

２年半前の監査では、あそこの漁業濱田委員

組合と土木事務所、そして請求者も含めた話合

いにより進めてくださいということになりまし

た。だけど今度は直接、担当者が名指しでとい

うのは、もう極端過ぎて話になりませんわね。

だから、本当はやっぱりそこまで行かない状況

で止めなければいけない。これまで漁協、土木

事務所と当事者との話合いというのは、どんな

経緯でやったのか分かっていますか、その辺。

経緯については、国東土木、そ野口港湾課長

れから港湾課、そして部全体で引継ぎをしなが

ら進めています。

この方についても、国東土木と本庁も含めて、

少なくとも月１回以上は話合いをして進めてい

ます。少しずつですが、前進しているとは考え

ております。

まあ努力をしてください。よろしく濱田委員

お願いします。

放置艇などを監視して回るよう羽野副委員長

な仕組みはもう既にあるんですか。漁協辺りに

委託しているとか、何か制度が。要は、もう既

にそういった仕組みがあるのか、そういうもの

が現在はなくて、この条例を作った後に新しく

作っていくのか。

港湾巡視という形では、今でも野口港湾課長

人員を配置し、体制を整えているところです。

ただ、実際にその人員や隻数が足りているかと

なると足りていないところもありますので、今

後のこの条例を踏まえ、適正管理の在り方を検

討してまいりたいと考えています。

ほかに御質疑等はありませんか。木付委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、これ木付委員長

より採決いたします。

なお、本議案について、農林水産委員会の回

答は、原案のとおり可決すべきとのことであり

ます。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の木付委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第８１号議案物品の取得について、執

行部の説明を求めます。

資料の７ページを御島津公園・生活排水課長

覧ください。

第８１号議案物品の取得について、説明いた

します。

本議案は、ラグビーワールドカップ２０１９

やＪリーグなど、トップスポーツの競技会場で

ある大分銀行ドームにおいて、芝生を育成する

照明器具グローライトを取得するものです。

ページ左上の導入の目的を御覧ください。大

分銀行ドームでは、構造上、屋根が芝生のピッ

チへの日照を阻害している状況にあるため、写

真の導入例にある漢字の「王」の字型の照明を

導入し、芝生の育成に必要な光を供給し、成長

を促進するものです。

ページ左下の図に示すとおり、ピッチ半面を

カバーする９台を導入し、２日に１回、芝生へ

の照射を行います。
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次に、ページ右側の物品取得の概要を御覧く

ださい。

ＳＧＬ社製のグローライトはオランダ製であ

り、②及び③のとおり、国内唯一の販売代理店

である、福岡市のコウフ・フィールド株式会社

と随意契約を締結するものです。

④の中段のとおり、世界シェアが最も高い本

製品と、他社製品で現地実証実験を行った結果、

本製品が芝生の育成に、より優れた効果を発揮

することが確認されたことから、本製品を選定

するものです。

納入期間は契約締結の日の翌日から平成３０

年９月２８日まで、契約金額は２億７，５２３

万８千円として、議会の承認をお願いするもの

でございます。

以上で説明は終わりました。木付委員長

これより質疑に入ります。御質疑はありませ

んか。

今度のラグビーワールドカップとか濱田委員

Ｊリーグもあり、芝生管理というのは大事なこ

とですから、別に反対ではありません。ただ、

前から思っていたんですけれども、ドームの使

用料ですね。使用料は、どんな形で県の財政に

入ってきているのか。大会によって違うのかな

という気もするし、例えば、Ｊリーグでトリニ

ータはホーム開催が何試合と決まっていますよ

ね。だから、使用料がどういう形で県に入って

きているのか、それが非常に分かりにくい。我

々も議員としてやっぱり知っておかにゃいかん

のじゃないかなと。いろんな修理費もかかると

思うし、屋根の開閉だけで何十万円もかかると

聞きます。ドームがあることによって、大分県

のネームバリューが上がったというのは確かで

すけれども、それじゃあ収入が年間どのくらい

あるのか。ネーミングライツでいくらか大分銀

行からは入りよるでしょうけれども、総合的な

収支はどうなってるんですか。

使用料については、島津公園・生活排水課長

ドームや野球場、あるいはドーム内の会議室な

ど、それぞれに応じて条例の中で使用料が定め

られています。時間当たり、１面当たりいくら

でといった形です。

収支については手元にデータがないんですけ

れども、さきほどおっしゃられたＪリーグ、大

分トリニータについては、年度当初に使用に関

する協議があり、使用料に関する減免をしてい

るところです。

年間を通じた収支については、精査いたしま

して後ほど御報告させてください。

だから、総合収入ね。支出はいろい濱田委員

ろ見ていると必ずありますからよく分かります

けれども、いわゆるスポーツ公園全体でどんな

収入があって、どういう支出があるのか。その

辺をやっぱり知りたいので、お願いします。

それでは、課長、スポーツ公園全木付委員長

体の収入と支出状況が分かる資料について、後

ほど提出してください。（「はい」と言う者あ

り）

グローライト１台が大体３千万羽野副委員長

円ということですが、電気代はどのくらいかか

るんですか。

次に、光が必要なのは分かるんですが、屋根

を開放状態にしたときも、このライトが必要な

のかどうか。

それと、ライトを照らすのは、１日に何時間

ぐらいか。例えば、曇りの日とかは日中も照ら

すとか、そういった運用方法を教えてください。

まず１点目の電気代島津公園・生活排水課長

でございます。おおむね１台当たり月に２０万

円強を見込んでおり、９台で２００万円強を見

込んでいるところです。

２点目、屋根を開けたとしても照射するのか

という御質問ですが、ドームの構造上、太陽の

光が入りにくい構造になっており、通常、お客

さんがいるときでも雨が降らない限りは、なる

べく日光を取り入れられるように開けています。

今回は、３番目の照射時間の御質問とも関連し

ますが、１７時から翌朝８時半までの１５．５

時間を照射するという計画でございます。これ

を２日に１回、反面ずつ実施するということで、

これで一定の効果が現れることを検証確認して

います。現在のところ、この運用計画で照射を

していこうと考えているところです。

私から２点。これは神戸のノエビ木付委員長
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アスタジアムと一緒のものなのかということと、

あとＬＥＤですから、寿命は結構あると思うん

ですが、このライトの寿命はどれくらいですか。

ノエビアスタジアム島津公園・生活排水課長

についてはデンマーク製であり、今回うちが導

入するものとは異なります。

それから、電球の寿命ですが、さきほど申し

上げたような運用をしたと仮定して、おおむね

５年程度で電球を交換する必要があるかなと今

のところ想定しています。

去年、総務企画委員会で神戸へ行木付委員長

き、実際に私も光を浴びまして、それと一緒か

なと思ったものですから。

さきほど２日に１回ということ羽野副委員長

でしたが、片面が２日に１回という意味ですか。

操作的には毎日使っているんですか。

９台で片面をカバー島津公園・生活排水課長

できますので、片面を１日照射させた後、この

９台を移動させて、反対側の片面を翌日という

ことで、毎日使いますが、面的には２日に１回

ということになります。

このライトは折り畳み式とかに羽野副委員長

なっているんですかね、収納が大丈夫かなと思

ったりしたんですけど。

設置したときのサイ島津公園・生活排水課長

ズが１１メートル掛ける２０メートルという大

きさです。これは折り畳みが可能になってまし

て、長さは１１メートルですが、幅は２．５メ

ートルとコンパクトになります。これは、陸上

トラックの使わないスペース、倉庫や通路など

に収納しようと計画しています。

委員外議員の方、何かございます木付委員長

か。

芝の養生が大変だから、な古手川委員外議員

かなかコンサート等が呼べないと一般的に聞い

ているんですが、このライトを入れることによ

って、そういうことって可能になるんですか、

やっぱり難しいですか。

ハイブリッド芝の導島津公園・生活排水課長

入と合わせてグローライトで強い芝を作ろうと

計画していまして、その芝の強度の状況を見な

がらになると思いますが、そういった大規模イ

ベントを誘致して、何日間か全く光を遮った状

態でも大丈夫なのかというのは、少し勉強して

いきたいと思っております。

そういうもので稼げるよう古手川委員外議員

に、ぜひとも努力していただきたいと思います。

ほかに御質疑等はありませんか。木付委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、これ木付委員長

より採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の木付委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第８２号議案工事請負契約の変更につ

いて、執行部の説明を求めます。

資料の８ページを御覧くだ中園施設整備課長

さい。

第８２号議案工事請負契約の変更について説

明いたします。

本議案は、県立病院の大規模改修１期工事に

ついて、平成２８年６月２９日に株式会社佐伯

建設と締結した工事請負契約を変更するもので

す。

主な変更理由について説明します。資料の２

変更事項を御覧ください。

まず１点目は、近年、無菌治療室を必要とす

る患者が増加傾向にあり、現在の無菌治療室１

０室では対応が困難となっていること、また、

工事契約後の診療報酬算定方法の改定により、

一定数の無菌治療室の確保が必要となったこと

から、一般病室５室を無菌治療室へ改修するも

のです。

２点目は、当初設計時、入院患者等の施設利

用者への配慮から病院内の調査を実施できなか

ったため、工事期間中に現地の詳細調査を実施

した結果、当初の想定と異なる配管経路等が判

明したため、改修工法及び配管経路等を変更す

るものです。

以上の理由により、契約金額は、当初の１５

億８,７６０万円に対し、変更後が１６億５８

０万１,２４０円となり、１,８２０万１,２４
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０円増額するものです。

以上で説明は終わりました。木付委員長

これより質疑に入ります。御質疑はありませ

んか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは御質疑等もないので、こ木付委員長

れより採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の木付委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で、付託案件の審査は終わりました。

次に、去る５月１０日から３１日にかけて

実施した県内所管事務調査のまとめに入ります。

県内所管事務調査では、中津市耶馬溪町金吉

地区の土砂災害もあり、特に急傾斜地への対策

について、多くの質疑、意見がありましたので、

改めて、土砂災害対策の推進について、執行部

に説明をお願いしたいと思います。

土砂災害対策の推進について、亀井砂防課長

説明いたします。

別途配布している両面カラーの資料を御覧く

ださい。最初に、資料左側の現状と課題につい

て説明します。

県内には、土砂災害のおそれのある箇所が約

２万か所もあります。このため、特に昨年は全

国で４番目、９０件もの土砂災害が発生しまし

た。

また、昨年５月の豊後大野市綿田地区や７月

の日田市小野地区、今年４月の中津市耶馬溪町

など、大規模な土砂災害等が頻発し、７名の尊

い命が奪われました。

一方、土砂災害対策の現状は、砂防えん堤等

のハード施設が完了した箇所は、全体の３割程

度となっています。また、土砂災害警戒区域の

指定等のソフト対策も、全体の５割程度が完了

したところです。このため、土砂災害から人命

を守る対策を急ぐ必要があります。

続いて、資料右側のハード対策の取組につい

て説明します。今年度は、砂防えん堤４８基、

急傾斜地崩壊対策施設９９か所、地すべり防止

施設６か所の合計１５３か所の整備を進めてい

ます。しかしながら、全ての要対策箇所を整備

するにはかなりの年数がかかるため、選択と集

中により病院や老人ホームなどの要配慮者利用

施設、避難所など人命を守る効果の高い箇所を

優先的に整備しています。

また、昨年の豊後大野市綿田地区の地すべり

対策や台風第１８号により被害を受けた津久見

市井無田川の砂防えん堤整備など被災地域の対

策にもしっかりと取り組むとともに、九州北部

豪雨で課題となった大量の土砂、流木対策とし

て、透過型砂防えん堤の整備も計画的に進めて

いるところです。

資料裏面のソフト対策の取組について説明し

ます。土砂災害から命を守る行動を取るために

は、日頃の備えと早めの避難が大事です。日頃

の備えとして、どこが危ないのかを知っていた

だくために、土砂災害警戒区域の指定を平成３

２年度までに完了させるため、基礎調査をさら

に加速し、３１年度までに終わらせます。

さらに、遅れている土砂災害ハザードマップ

の作成には、新たな助成を行うため、今回補正

予算を計上したところであり、区域指定の完了

に遅れることがないよう、３２年度の完成を目

指し、市町村を支援します。また、早めの避難

として、大雨警報が発令された際に、気象台と

共同で土砂災害警戒情報を発表するとともに、

地域住民が避難する際の判断基準となる土砂災

害危険度情報を提供するなど、適切なタイミン

グで市町村や地域住民に周知し、円滑な避難が

できるように努めているところです。

最後に、危険区域からの移転を希望する方へ

は、がけ地近接等危険住宅移転事業による支援

を考えています。本事業の直接の窓口は市町村

ですが、密接に連携して制度の内容を周知する

とともに、予算の確保にも努めてまいります。

以上で説明は終わりました。木付委員長

これより質疑に入ります。御質疑はありませ

んか。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方、何かございます木付委員長

か。
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ハザードマップの部分で避難大友委員外議員

所とかが掲載されていると思うんですけれども、

今回の耶馬溪町の災害では近くの公民館が避難

所でしたが、ちょっと危ない場所だったように

感じました。この公民館自体が危険区域かどう

か分かりませんが、ハザードマップを作ってい

く中で、そういうのも加味して作っているのか

お聞きいたします。

まずハザードマップを作るエリ亀井砂防課長

アについて、どこが危ないのか、あるいは避難

場所はどこにするかというたたき台を作ります。

それを住民の方にお示しして、ここでいいのか

ということを確認しながら、ハザードマップを

作成していくことにしており、基本的には市町

村が事業を進めていきます。

実際に、市町村の避難所で、土砂災害警戒区

域、あるいは特別警戒区域に入っているところ

もございます。山間部ですから、そういったと

ころしかないところもありますので、それはそ

れで危ないところに避難所があるということを

ハザードマップでお知らせした上で、どこに逃

げようかということを決めていく形になります。

ほかに御質疑等はありませんか。木付委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、以上木付委員長

で、県内所管事務調査のまとめを終わります。

次に、執行部より、報告をしたい旨の申出が

ありましたので、これを許します。まず、①と

②の報告をお願いします。

平成２９年度予算の繰藤田土木建築企画課長

越しについて、報告いたします。

土木建築委員会資料の９ページをお開きくだ

さい。

平成２９年度から３０年度への明許繰越しに

ついては、繰越限度額を２９年第３回及び第４

回定例会並びに３０年第１回定例会で御承認い

ただいたところです。

その限度額については、一般会計と特別会計

を合わせて、表の右下、太枠で囲んでいる合計

欄のとおり４９５億９，４４６万４千円となっ

ており、昨年度に比べて約１４７億円の増とな

りました。

これは、九州北部豪雨や台風第１８号の災害

復旧などにより、２９年度の最終予算が対前年

度比で、約１６４億円の大幅な増額となったこ

とによるものです。

他方、その確定額については、一般会計と特

別会計を合わせて、その下のとおり３９９億７，

１３１万１千円となっており、限度額に占める

確定額の割合は８０．６％となっております。

これは、さきほど申し上げたとおり、予算額が

前年度に比べて大幅な増額となりましたが、繰

越しの早期承認を拡大し、工事の着手時期を前

倒しすることで、事業の進捗を図ったものです。

今後も引き続き繰越しの早期承認などを有効

に活用し、鋭意、事業の執行に努めていきたい

と考えております。

次に、土木建築部関係の指定管理者の更新３

件について報告します。

土木建築委員会資料の１０ページをお開き願

います。

今回、更新対象となるのは、上段１の表に記

載のとおり、別府港機械管理駐車場・県営３号

上屋・石垣地区緑地、大分港大在コンテナター

ミナル及び大分スポーツ公園・高尾山自然公園

です。

別府港機械管理駐車場等の管理施設は、施設

概要欄のとおり機械管理駐車場、県営３号上屋

及び石垣地区緑地であり、現在の指定管理者は

株式会社おおいた観光サービスです。大分港大

在コンテナターミナルの管理施設は２基のガン

トリークレーン、くん蒸庫、トラックスケール

等であり、株式会社大分国際貿易センターが指

定管理者となっています。大分スポーツ公園・

高尾山自然公園の管理施設は、総合競技場、野

球場及びテニスコート等であり、株式会社大宣

が指定管理者となっています。平成３１年度か

らは、現在大分スポーツ公園内に建設中の屋内

スポーツ施設を含めて、指定管理を実施いたし

ます。

次に、２の指定期間・選定方法についてです

が、３施設ともに、平成３６年３月までの５年

間を公募することとしています。

３の目標指標については、施設の管理運営が
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良好に行われているかの目安として設定するも

のです。まず、別府港機械管理駐車場等の目標

指標については、より多くの方が参加したくな

るようなイベントが多数開催されることを目指

すため、一般参加が可能なイベントの回数に加

えて、参加者が１００人以上となる集客イベン

トの日数を設定することとしました。次に、大

分港大在コンテナターミナルについては、前回

の目標指標からより指定管理者の努力が反映さ

れるよう見直しを行い二つの目標指標を設定し

ました。一つは何より施設の安全管理が重要な

ため、①安全に管理できた日数を、もう一つは

取扱貨物量の増加を目指すため、企業訪問など

による②新規獲得コンテナの貨物量としました。

続いて大分スポーツ公園等については、引き続

き利用者数を目標指標と位置付け、過去実績を

ベースに目標値を設定しています。具体的には、

屋内スポーツ施設建設地のドーム西側エリアが

使用できなくなることによる利用者数減を考慮

しつつ、大規模イベント誘致による利用者数増

を図ることによって、年間１２０万人と設定し

ました。なお、３１年度はラグビーワールドカ

ップ開催を考慮し、１３０万８千人としていま

す。

最後に１１ページを御覧ください。

今後のスケジュールについて御説明します。

一番上の枠のとおり、今回の常任委員会で更新

の概要を説明させていただきました。その左下、

公募する３施設については、７月１０日から９

月上旬まで募集を行います。なお、その下の枠

にある第３回定例会で債務負担行為予算議案を

御審議いただき、その後、第４回定例会で指定

議案について御審議いただく予定としておりま

すので、よろしくお願いします。

ただいまの報告について、質疑、木付委員長

御意見などはございませんか。

だんだん指定管理の部門が増えてお濱田委員

り、更新等もいろいろあってますが、さきほど

の目標指標や内容について、県としては指定管

理者に対して満足しているのか。あるいはもう

ちょっとやってもらわんと困るといったところ

は総体的に今どんな状況ですか。

例えば、佐伯のマリンカルチャーセンターは、

結局もう最後は管理者もいない状況で困ってい

るという状況になっておりますけれども、総合

的にどう判断していますか。

私は２年前まで行政企浦辺土木建築部審議監

画課長として取りまとめをやっておりましたの

で、その当時の記憶で申し上げますと、やはり

指定管理者がしっかりと目標を持って取り組ん

でいただいているおかげで、かなりの目標達成

率であるという状況です。

それと、県費の負担でいいますと、やはり単

年度で２億円強ぐらい直営と比べると行革効果

が出ていたという記憶があります。それに加え

て、民間がやることによって、今までなかった

ような多様なサービスも出てきているというこ

とで、やはり総じて効果があるということだと

思います。

それでは、私から１点。木付委員長

今回、行政評価で一般質問をしましたので、

ちょっと目標指標について。

別府港の方ですね、２９年度の実績が１１０

回ですけど、３１年から３５年度は１００回以

上が目標です。大分スポーツ公園の方は前回の

目標値が１２２万人で、今回の目標値が１２０

万人と数字的に下がっているんですが、その理

由をお願いいたします。

私から別府港の目標指標につい野口港湾課長

て御説明させていただきます。

前回の目標については、イベントの回数を５

０回にしていました。それに対して２９年度が

１１０回と努力していただいた結果だと考えて

います。ただ、イベントの内容によっては、会

員制のような一般参加がないような利用形態も

ございましたので、にぎわいづくりの観点から、

一般の方が参加できるイベントの数という形で

目標指標を変更いたしました。これについては、

一般の方が３０人以上参加できる規模のイベン

トを、回数として１００回という目標にしてい

ます。

また、新たに１００人以上の集客イベントを

行った日数が５０日という目標も設定いたしま

した。
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大分スポーツ公園に島津公園・生活排水課長

ついてでございます。

１０ページ下の表のとおり、過去実績が約１

１８万人で、これに加えて大規模イベントで約

４万人を年間誘致するという考えでございます。

③については、現在建設中の屋内スポーツ施

設があるドーム西側エリアについて、過去にこ

ちらのエリアを使っておおむね２万人の集客が

ありましたので、この分の減を考慮しておりま

す。これらを合わせて１２０万人という数字を

計画しているところです。

ほかにありませんか。木付委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようですので、次に、木付委員長

③と④の報告をお願いします。

資料の１２ページを御覧く湯地建設政策課長

ださい。大分県地域強靭化アクションプラン２

０１８の策定について説明いたします。

平成２３年に発生した東日本大震災を契機と

して、国土の強靱化に関する施策を総合的かつ

計画的に策定するために、平成２５年１２月に

国土強靱化基本法が公布・施行されました。翌

年には国土強靱化基本計画が閣議決定され、こ

れを受けて、大分県では、平成２７年度に大分

県地域強靭化計画を策定しました。この計画は

５年で見直しますが、その間、計画を着実に推

進させるための主要施策をアクションプランで

明示しており、毎年度策定して各施策の進捗管

理を行っています。

次に、資料の１３ページを御覧ください。ま

ず概要ですが、プラン２０１８は３章から構成

されており、第１章はプラン２０１８の位置付

けと構成、第２章は各プログラムの推進計画等、

第３章はプログラム推進のための主要施策とな

っています。

プラン２０１８の見直しの視点は、昨年の大

規模自然災害等を踏まえた重点的な取組を追記

したことと、計画策定以降に達成された代表的

な指標を整理したことです。

第２章では、昨年を踏まえた重点的な取組と

して、浸水被害や土砂災害の発生、情報伝達の

不備、孤立集落の発生、農地・森林等の荒廃な

ど、九つのリスクに備えるハード及びソフト施

策をまとめています。具体的には、③情報伝達

の関係では、土砂災害情報提供強化事業として、

県民へ迅速かつ的確に情報提供し、早めの避難

につなげるため、雨量、水位、土砂災害危険度

情報を提供するホームページのサーバ増設など

を行うものです。

策定スケジュールですが、１２ページ一番下

に記載のとおり、これまで５月２２日に幹事会、

５月２９日に外部委員による有識者会議を開催

し、７月９日に開催予定の各部局長を委員とす

る大分県地域強靭化推進委員会を経て、最終的

には７月中の完成を目指しています。

豊ちゃく２０１８について稲井道路建設課長

報告いたします。委員会資料の１４ページをお

開き願います。

豊ちゃくは、今後５年間の道路の開通目標を

公表することにより、職員の事業進捗管理意識

の徹底及び県民への説明責任向上などを目的に

平成１６年度から実施している取組です。

まず、上の表、豊ちゃく２０１７の達成状況

を御覧ください。平成２９年度は、大分市の都

市計画道路庄の原佐野線元町・下郡工区の１．

２キロメートルなど、５４区間１８．３キロメ

ートルの開通目標を揚げて整備に取り組みまし

た。昨年度は、九州北部豪雨災害などの影響に

より、５０区間１６．６キロメートルの開通と

目標を下回りましたが、日田市の一般県道宝珠

山日田線殿町工区の９２０メートルなど、今年

度５月末時点で５６区間１８．９キロメートル

について開通しています。

その下の豊ちゃく２０１８の開通目標を御覧

ください。今年度も、平成３０年度から平成３

４年度の５か年の開通目標として豊ちゃく２０

１８を策定し、資料右下のとおり、今後５年間

に開通を目指す１２８区間５３．１キロメート

ルについて、県民の皆さんに事業スケジュール

や期待される効果を公表したいと考えています。

今年度の開通目標は、杵築市の主要地方道大田

杵築線溝井工区の１．９キロメートルや、主要

地方道竹田直入線鏡工区の０．４１キロメート

ルの供用など、全体で４９区間１５．４キロメ
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ートルとなっています。

今後も、事業進捗管理の徹底を図り、豊ちゃ

くに基づく着実な事業推進に努めてまいります。

ただいまの報告について、質疑、木付委員長

御意見などはございませんか。

着々とやっていただいておりますけ濱田委員

れども、この間の県内調査で、佐伯市蒲江のト

ンネル工事、今から掘るところですけれども、

完成時期はと聞いたら１０年後なんですね。

（「米水津です」と言う者あり）あ、米水津か。

そこは、米水津の干物とかいろんな海産物を早

く中央の市場に運ぶための道路というお話であ

りました。だけど１０年後もそうした海産物が

残っているかというのを考えるとどうなのか。

私は、今から土木建築部では、１０年後のこ

とは言わんごとしたらどうかなと思うんです。

できるだけ一つの事業に取りかかったら５、６

年ぐらいで絶対に完成するというぐらい、何か

今までと発想を変えていかんと。１０年後の世

界は今までと違って全く分からないと思う。も

うちょっと総合的にスピードアップが図れない

かということをあのときの調査で感じたんです

けれども。

道路工事に時間がかかることは分かります。

トンネルもそうです。予算もあるんですけれど

も、１０年後のことは言わんで、全て５年から

７年ぐらいで終わるような計画を立てていただ

くとありがたいと思ったんですけれども、その

辺のところはどうですか。

まず委員がおっしゃられた稲井道路建設課長

ような意気込みで土木建築部として取り組みた

いと、全ての職員が思っているところではある

んですけれども、やはり予算の制約がございま

す。通常の事業ですと、まずは用地を取得した

後、工事に着手する。用地については、取得に

難航する方がいらっしゃいますと、それだけで

複数年を要することになります。これらを踏ま

え、実際に事業計画を立てる際に、約１０年前

後の期間を要する事業が非常に多くなります。

また、事業規模や内容によっても異なります。

例えば、交差点の改良や歩道拡幅など、地元の

方の交通安全に向けた事業などは数年のうちに

対応できるんですが、御紹介のあった米水津に

向かうトンネルについては、少し区間の長いバ

イパス改良事業となりますので、こういった事

業に関しては、全体としておおむね１０年程度

ということで地元に対しても御説明させていた

だいているところです。

ただ、委員のおっしゃるとおり、一つずつの

事業については、経済活動を支える事業という

事業目的も持っていますので、できる限り早く

事業ができるように取り組んでまいりたいと思

いますし、そのためにも県議会から予算確保を

含めた御支援、御指導もいただければと思って

おります。

結局のところ、地方創生、地域をど濱田委員

う活性化するかというのは、地方に行けば行く

ほどやっぱり道路整備というのが一番なんです

よ。これを１０年もかけよったら、人がもうい

なくなりますよ。やっぱり地方創生とか地域に

人がちゃんと住める条件は、私は道路しかない

と思うんですよ。だから１日も早く人が住める、

今住んでいる人を守っていくという観点で、道

路に限らずぜひ早めに、１０年計画ではなくて

５年ぐらいでやりあげていただきたいなと思い

ます。要望です。

ほかにありませんか。木付委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようですので、次に、木付委員長

⑤と⑥の報告をお願いします。

平成２６年１２月に当初契稲井道路建設課長

約し、平成３０年３月に変更契約した国道２１

２号（仮）中津３号トンネル工事（２工区）の

進捗状況について御説明します。

委員会資料の１５ページをお開き願います。

本工事は、中津日田道路の耶馬溪道路として、

中津市耶馬溪町で整備を進めており、延長５キ

ロメートルのバイパス区間のうち、２,９８６

メートルのトンネルを建設するものです。１工

区と２工区に分けて工事を進めており、１工区

については既に工事完了しています。

１６ページを御覧ください。

本工事は、日田市方向からの延長、１，４４

０メートルの区間です。資料上段の工事実施状
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況のとおり、今年１月に掘削完了し、現在覆工

コンクリート打設を実施中であり、進捗率は約

９２％です。

主な変更理由について説明いたします。

まず、１として掘削完了に伴う土砂運搬費等

の減額です。本工事の発生土砂のうち約１０，

５００立方メートルを、昨年度の豪雨で被災し

た河川の災害復旧工事をはじめとする周辺の公

共工事等に流用することにより、運搬距離が短

縮されたため、土砂運搬費が減額となりました。

その他、岩盤の発破掘削後に小さく破砕する必

要のある岩塊の数量が、想定よりも少なかった

ことから、破砕費が減額となりました。

次に、２としてインフレスライド条項を適用

し増額するものです。今年３月に第３回のイン

フレスライドを実施して、増額となりました。

このほか、３として、資材使用量の最終精算

による増額もありました。

以上により、契約金額について約１，２００

万円の減額を見込んでおります。

なお、この件については、次回の平成３０年

第３回定例県議会において金額変更の契約議案

を上程したいと考えています。

別府港北浜ヨットハーバーのネ野口港湾課長

ーミングライツ公募について説明いたします。

資料の１７ページを御覧ください。

別府港北浜ヨットハーバーは、海洋性レクリ

エーションの振興及び別府港内における不法係

留船の適正係留のために整備された施設で、平

成２２年７月に供用開始し、平成２８年度から

は株式会社ササキコーポレーションを指定管理

者として指定管理制度を導入しています。

今年度、行財政改革アクションプランにおけ

る県有財産の利活用推進の取組として、当施設

にネーミングライツを導入するため、公募いた

します。

契約期間は、現在の指定管理期間の終期と合

わせて平成３２年度までとし、実施スケジュー

ルは今月末から公募を行い、選定委員会での審

査を経て、８月に開始したいと考えています。

契約希望金額としては、類似する他県の事例

を参考とし、５０万円程度と考えています。

ただいまの報告について、質疑、木付委員長

御意見などはございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようですので、これで木付委員長

諸般の報告を終わります。

その他、執行部から何かありませんか。

私から急で申し訳ないですが、後藤河川課長

危機管理型水位計について御説明させていただ

きます。

危機管理型水位計の設置についてという資料

を御覧ください。

資料上段、設置の目的ですが、昨年の九州北

部豪雨や台風第１８号の豪雨災害を踏まえ、監

視体制や県民への情報提供を強化し、早期避難

につなげることを目的として、県内４６か所に

おいて危機管理型水位計を順次設置し、７月か

ら試行運用を開始するように進めているところ

です。

それでは資料中段、設置箇所の考え方を御覧

ください。主にこれまで水位計がなかった中小

河川のうち、過去に家屋の浸水被害があった箇

所や、そのおそれのある箇所を選定しました。

設置箇所は市町村と協議した上で、県内７圏域

において国、県、市で構成する大規模氾濫によ

る減災対策協議会で御承認いただきました。

その下、危機管理型水位計の特徴ですが、右

下にインターネットで公表されている画面を載

せています。このようにふだんは休止状態にな

っており、設定した河川水位の黄色のラインを

超えると水位情報の配信を開始します。水位は

赤で示しているように、堤防天端からの下がり

幅で表示されます。左下二つ目のコストについ

ては、機器本体が１台約１００万円で従来型の

約１０分の１、また携帯電話回線を利用するこ

とで通信費やシステム運営費が１台当たり月９

５０円と、初期費用及びランニングコストも低

く抑えることができます。右上の写真は既に設

置の終わった水位計ですが、写真のように小型、

軽量で設置が容易というのも特徴です。

最後に、この危機管理型水位計は、全国の関

係機関で構成する運用協議会により共同運用さ

れています。この協議会でさきほどの公表用イ
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ンターネットシステムの運営や開発を行ってい

ます。インターネットでの閲覧は国土交通省の

ホームページで「川の防災情報」から「川の水

位情報」とクリックしていくと見ることができ

ます。

この危機管理型水位計を十分活用していただ

き、住民の皆さんの迅速な避難につなげていき

たいと思います。

説明が終わりました。ただいまの木付委員長

説明について、質疑、御意見などはございませ

んか。

この水位計は危険水位になるまでは守永委員

休止状態で、危険水位に達してから情報が出さ

れると受け止めたんですけれども、水位計が正

常に作動しているかどうかというチェックはど

ういう形でされるんでしょうか。

この危機管理型水位計は、通常後藤河川課長

時も１０分ごとに観測しています。そして、危

険水位の設定というのは、おおよそ天端から半

分くらいの高さを想定していますが、その危険

水位に達したら、そこで送信が始まります。通

常時も定期的にチェックは行っていきたいと思

います。

まともに動いているかどうかという守永委員

のが大事だと思うんですけれども、そのチェッ

クというのが現地に行って機械を見ないとチェ

ックできないのか、ネット上で、いわゆる遠隔

地からチェックできるシステムになっているの

か、その辺はどうなんですか。

危機管理型水位計は、梅木河川課防災調整監

水位を測っていないときでも、１日１回はシス

テムが動いているかどうかという情報を常にク

ラウドの方に送るようになっていますので、そ

れでチェックができるようになっています。

（「分かりました」と言う者あり）

雨量の観測は、気象庁の方にな羽野副委員長

るんですか。この水位計が河川の水位を測り始

めるとそのデータが蓄積していきますよね。そ

れと同時に、その河川流域にどのくらいの降雨

量があるかというのを水位計で測れば、ここの

上流域のエリアで１時間当たり何ミリの雨が降

ったときに、何分後にこの河川の水位はこれく

らいの高さになるというのが予測できるように

なるんじゃないかと思うんです。例えば、河川

改修工事の前後で同じような雨が降ったときに

水位にどれくらいの差が出たとかいうのも比較

できるのではないか。要は水位と雨量のデータ

が一緒になることで、これぐらいの雨が降れば、

この程度まで水位が上がるという予測ができる

ようになるんじゃないかと思うんです。だから

雨量計の設置というのもあった方がいいんじゃ

ないかと思うんですけれども、そこら辺のデー

タを取り入れるような仕組みとかについてはい

かがですか。

今回は、やはり危機管理型水位後藤河川課長

計ということで、要は水位の情報がなかった地

域、過去に浸水があった地域を中心に、緊急対

応で設置していますので、今回は雨量計の設置

は考えていません。ただし、現在、県内に８９

か所ある雨量計を見れば、おおむね読み取れる

ものと考えています。

今、副委員長がおっしゃら阿部土木建築部長

れたのは非常に大事な視点だと思います。ただ、

雨量の観測地点について、長い河川、短い河川、

河川の勾配を含めて様々なため、非常に解析的

に難しいところであります。大規模河川であれ

ば、流量予測というのは、そういった形でやっ

ているんですね。ですが、今回の危機管理型水

位計を設置したのは、一気に水があふれてくる

ような、地形も様々な中小河川が中心になりま

す。確かにおっしゃられるような視点で河川を

管理することは大事な点であります。ただ、今

回はそういう中小河川を中心に危機管理型水位

計を設置しているということです。

これは要するに有線で流すのか、御手洗委員

それとも無線で流すのかお聞きしたい。また、

電源はどうなっているのか。

無線です。また、電源は写真の後藤河川課長

ようにソーラーパネルを設置しています。あと

はバッテリーも備えています。

ソーラーとバッテリーですか。要御手洗委員

は、この水位計を設置するとこれに頼りきって

しまい、もし電源が切れていたということにな

ると、かえって大きな被害を生んでしまうこと
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にもなりかねないのですが、そこのところは大

丈夫ですね。

通信が生きているかどうかにつ後藤河川課長

いては、さきほど御説明したとおり、１日１回

は必ずチェックします。電源についても、普通

はソーラーですが、仮にソーラーが使えなくな

ってもバッテリーで対応することになります。

私から２点。木付委員長

今回、水位計を設置した４６か所ですね、土

木事務所ごとにどこの河川に設置したか、やっ

ぱり委員の皆さんも地元で聞かれることもある

と思いますので、それを資料で出してもらいた

いということ。

もう１点は、設定する水位というのも難しい

と思うんですね。さっき部長からお話があった

ように、中小河川というのは一気に水位が上昇

する可能性があるわけですよね。だから、水位

だけじゃなくて、時間的なものですね。設定水

位から危険水位を超えて川が氾濫するまでの時

間についてはどういう考え方ですか。

本来であれば流量等を厳密に計後藤河川課長

算して水位を設定するのが正当だと思いますが、

今回は、本当に緊急の水位計設置だったため、

当面は天端の半分ぐらいを設定して運用してい

きます。

なお、この設定水位は随時変えられますので、

今後、市町村等の意見も伺いながら水位を設定

していきたいと考えています。

そのデータというのは、避難勧告木付委員長

などを出す市町村も関係あると思うんですが、

そういうところにはどういった情報が渡るんで

すか。

今回、アラート機能はありませ後藤河川課長

んので、市町村等にこのくらいの高さになった

ら危険だというような情報提供できる機能はつ

いておりません。

市町村にこの水位計設置について説明した際

も、そういったアラーム機能をつけてもらいた

いという要望をいただいたことは事実です。

データだけ調べても、やっぱりそ木付委員長

れを知らせてやれんと何のためにつけたのかと

なるので。要は活用ですよね、その辺もしっか

りと検討してください。（「はい」と言う者あ

り）

ほかにありませんか。木付委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようですので、これで木付委員長

終わります。

委員の皆さま、この際、何かありませんか。

先般の一般質問で、県民クラブの原守永委員

田議員が質問した住宅セーフティネットの関係

でお聞きします。

まだ、大分県では登録がゼロだという報告を

いただき、どうして少ないのかという状況も説

明はあったんですが、具体的にどういう状況か

というのをお伺いしたい。また、あのときに不

動産関係や福祉関係とかで大分県居住支援協議

会というのを設置しており、そこで協議を進め

ていきますよという話だったんですけれども、

福祉との連携とかがどうなっているのか、教え

ていただきたいと思います。

住宅セーフティネットとは、樋口建築住宅課長

障がい者や高齢の方、それから子育て世帯、外

国人などを含めた、いわゆる住宅確保要配慮者

の方々に、低廉な価格で住宅を提供するという

制度です。

登録が少ない理由としては、対象となる要配

慮者の方々のニーズが必ずしも一定ではなく、

登録しよう、そういう方たちに入っていいです

よという方たち、いわゆる貸す方々の意向との

間に温度差が生じているところであると思いま

す。

そういったところがあるので、建築関係や福

祉関係所属が入った大分県居住支援協議会とい

う場で、まずは情報交換していく。その上で、

宅建協会等とも情報交換しながら、うまくマッ

チングさせていく方法を検討していくというこ

とでございます。

福祉関係との連携の在り方というの守永委員

は何か。

私ども県の組織ですと、障樋口建築住宅課長

がい者、高齢者、子育て関係は各課に分かれて

いますが、そういった各課の御意見をいただい

て、一緒になってセーフティネットとして住宅
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を提供できるような仕組みづくりをしていきた

いと思います。

また、マッチングへの支援策として、住宅確

保要配慮者居住支援法人という制度もございま

す。そういった居住支援法人の支援も活用しな

がら、要配慮者に後押しをしていくことになり

ます。

特に福祉関係との接点として、障害守永委員

福祉課では、各種障がい者団体とリンクできる

と思うんですけれども、どうしても生活保護を

受けている方々の場合ですと、生活保護事務の

ほとんどが市町村に移ってますよね。町村であ

れば県ですけれども、やはり市との連携という

のも必要になってくるのかなと思います。また、

そういった方々が家を借りる際に必要な保証人

が見つからないというのもネックになっている

と聞きますので、そういった課題をどう解決し

ていくのかというのも大事であると思っていま

す。

民間の不動産業者の中には、保証人なしで貸

すシステムを運営している会社もあったりする

んですが、そこには割と協力的なオーナーさん

もいます。だから、登録がゼロというのが、ど

ういうところにネックがあるのかと考えると、

やはり掘り起こし方の問題なのかという気がし

ますので、ニーズがあるところに近い市町村を

含めた機関とぜひ連携してほしいなと思うんで

すが。

委員おっしゃるとおり、全樋口建築住宅課長

国的にこれが進んでいないということもあり、

今回の新たな住宅セーフティネット制度の三つ

の柱として、要配慮者の入居を拒まない賃貸住

宅の登録制度、要配慮者等への経済的支援、マ

ッチングに向けた居住支援を掲げています。そ

の中で、入居の際の保証料の補助も盛り込まれ

ています。

登録についても、市町村もこの居住支援協議

会を設置できるようになっていますので、そう

いったところとも連携を図りながら進めていき

たいと思います。

私から２点お願いがあります。木付委員長

一つは、コンクリートブロック塀の点検につ

いて、ホームページに掲載していますが、市町

村の広報誌とかでも出してもらうと周知徹底が

図れるんじゃないかと思っていますので、その

辺の検討をお願いいたします。

それともう１点、今回の県内所管事務調査に

先立ち、各土木事務所のホームページを拝見い

たしました。事務所間で情報量や発信頻度に物

すごく開きがあるんですよ。豊後大野土木事務

所は一生懸命やっています。アクセス数がどの

くらいか分からないけど、やはりそういった広

報、土木事業を県民の方に知ってもらうという

のも大切だと思います。事業の進捗も写真を出

すと、いろいろと皆さんの御理解にもつながる

んじゃないかと思いますので、日常業務も大変

でしょうが、その辺もしっかりお願いしたいと

思います。

ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようですので、以上を木付委員長

もちまして、土木建築部関係の審査を終わりま

す。

執行部は御苦労さまでした。

〔土木建築部退室〕

それでは、閉会中の所管事務調査木付委員長

の件について、お諮りいたします。

お手元に配付のとおり、各事項について、閉

会中の継続調査をいたしたいと思いますが、御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がありませんので、所定の木付委員長

手続を取ることにいたします。

次に、前回の委員会で日程等を決定いただい

た県外所管事務調査について、お手元に配布し

ています行程のとおり実施したいと思います。

まず、事務局に説明させます。

〔事務局説明〕

以上、事務局に説明させましたが、木付委員長

御質疑等はございませんか。

〔協議〕

それでは、県外所管事務調査につ木付委員長
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いては、この案で決定いたします。

今後の変更については、私が判断させていた

だきますので、御一任願います。

なお、欠席される場合や、部分的に行程を変

更する場合は、早めに事務局へ連絡してくださ

い。

この際、ほかに何かありませんか。

〔協議〕

ほかにございませんか。木付委員長

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これを木付委員長

もちまして委員会を終わります。

お疲れさまでした。


